
（様式１）
宮城県地域生活定着支援センター設置運営事業委託応募書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　令和　　年　　月　　日　
　宮城県知事　殿
                           　　（申請者）
                             　　所在地
                                 団体の名称
　　　　　　　　　 　　　　　    代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　 連絡先　担当者名
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　宮城県地域生活定着支援センター設置運営事業委託事業者募集要領に基づき、「宮城県地域生活定着支援センター」設置運営事業の委託を受けたいので、関係書類を添えて応募します。
　
（注）　応募に関しては、次の書類を添付するものとする。
　
　　（１）宮城県地域生活定着支援センター事業計画書（別添様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（２）団体の概要に関する書類（別添様式３）
      （３）誓約書（別添様式４）
　　   (４）定款又はこれに代わるもの（規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を定めた
書類等）の写し
　　　（５）法人にあっては、法人の登記事項証明書（３ケ月以内に取得したもの）
　　　（６）役員名簿
（７）事業者の組織体制や業務の内容を表すもの（概要、パンフレット等）

（８）本業務受託時の施行体制図

（９）直近１年の事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表、損益計算書

（10）その他、県が必要と認める書類（指示した場合のみ提出）

（様式２）
宮城県地域生活定着支援センター
事業計画書
令和　　年　　月　　日
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　
	Ⅰ．宮城県地域生活定着支援センターの運営方針に関する事項

	［宮城県地域生活定着支援センターの運営に当たっての基本的な考え方］
（○宮城県地域生活定着支援センターの運営に当たっての基本的な考え方について、「設置運営要綱」及び「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針（平成２１年５月２７日付社援総発第０５２７００１号別添）」等に規定する地域生活定着支援センターの
設置目的に添って記載すること。

　○対象者に対する支援体制の考え方や、受け入れ施設に対する公平性の確保の考え方、県

やその他の関係機関等との連携の考え方についても含めて記載すること。
　○貴団体が持つノウハウや業務実績などをどのように活かしていくかを含めて記載するこ
と。）



　・欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Ⅱ．宮城県地域生活定着支援センターの管理運営の内容に関する事項

	１．管理運営体制に関する事項
（１）職員配置に関する方針について
　（どのような経歴、能力を持つ者を何人配置するのか、確保できている人数とその者の経歴、これから確保する場合の確保の方策を含めて記載すること）　
（２）配置人員及び事務分掌について                                                
  ○人員及び事務分掌                                                                  

	        
	職　　名
	人数
	事務分掌（担当業務）
	備　考
	

	
	
	
	
	
	

	 ※職名は「センター長」「事務職員A、B」など適宜記載すること。                           　○勤務シフト

	        
	職　　名
	人数
	勤務時間
	備　考
	

	
	
	
	
	
	

	（３）職員の育成計画　
                                                                                      


　・欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Ⅲ．宮城県地域生活定着支援センターの事業内容に関する事項

	２．業務に関する事項
　以下の事項については、設置運営要綱等に基本的な事業内容を示しているが、（ア）から（カ）それぞれの業務についてどのように実施していくのか、基本的な考え方や目標、成果目標を盛り込みながら具体的に記載すること。

（1） 対象者との面接及び必要となる福祉サービス等の聞き取り




　・欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Ⅲ．宮城県地域生活定着支援センターの事業内容に関する事項

	（イ）必要となる福祉サービス等の申請に係る事前準備に向けた支援及び出所、あるいは釈放後の受け入れ先の選定


	（ウ）他の都道府県の地域生活定着支援センターとの連携



　・欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Ⅲ．宮城県地域生活定着支援センターの事業内容に関する事項

	（エ）保護観察所等との連携及び福祉サービス等調整計画の作成・提出


	（オ）保護観察所、その他関係機関等との恒常的な連携の確保



　・欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。　　
	　Ⅲ．宮城県地域生活定着支援センターの事業内容に関する事項

	（カ）地域住民の理解が得られるような情報発信


	（キ）その他
　（その他、上記以外に宮城県地域生活定着支援センター事業に関する提案事項やＰＲ事項があれば記載すること。）



　・欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	Ⅳ．収支計画に関する事項

	［令和８年度の収入計画］
                                                                        （単位：千円）

	
	区　　分
	金　　額
	              内訳（積算など）
	

	
	 1)県委託料
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	

	　
［令和８年度の支出計画］                                          　　（単位：千円） 

	
	区　　分
	金　　額
	              内訳（積算など）
	 

	
	 1)人件費
	
	
	

	
	 2)事務費 
	
	
	

	
	 3)事業費
	
	
	

	
	 4)その他の経費
	
	
	

	
	 5)
	
	
	

	
	 6)
	
	
	

	
	 7)
	
	
	

	
	 8)
	
	
	

	
	計
	
	
	

	１）令和８年度は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。
２）「内訳」欄には、小項目を設けて記載すること。
３）他に必要な予算科目がある場合は追加して記載すること。
４）欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。




（様式３）
■団体の概要に関する書類
	団体の種別
	特定非営利活動法人　ボランティア団体　社団法人
財団法人　社会福祉法人　その他（　　　　　　　　）

	団体の名称
	　

	団体の所在地
	　

	連絡先
	電話　　　　　　　　　　　　　FAX
メールアドレス

	担当責任者
	部署　　　　　　　　　　　　
氏名

	前事業年度決算額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

	会　員　数
	令和８年　　月　　日現在
　　　　　　　　　　　　人

	常勤職員数
	                           人

	実　　　績

	


１）「団体の種別」は、該当するものを○で囲むこと。該当するものが無い場合は、「その他」を囲み、（　）内に内容を記載すること。
２）「常勤職員数」欄には、申請時の職員数を記入すること。
　　なお、新たに設立した団体にあっては、予定人数及びいつ時点のものかを記入すること。
３）「実績」欄には、支援センター類似施設の運営実績等について、施設名称、施設延床面積（㎡）、　運営概要、運営期間（始期～終期）を記入すること。
４）欄が不足する場合は、各欄を広げて記載すること。

（様式４）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

誓　　　　約　　　　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　
                            　　 

                         　　　　　　　　　　　　団　体　名
　　　　　 　　　　　    　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　本団体は、下記項目すべてに該当していることを誓約します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
（１）宮城県内に事業所を有する法人であって、消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての
税目において滞納及び未納がないこと。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当する者でないこと。

（３）宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。

（４）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措置要件に該当しないこと。
（５）以下の①から③のいずれかの手続きをしている者又はされている者ではないこと。
① 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをしている　
　 者又は再生手続き開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する再生続
   き開始の決定を受けた者を除く。）。

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てをしている

者又は更生手続き開始の申立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。）。 

③ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続き開始の申立てをしている者又は破産手続き開始の申立てがされている者（同法第３０条第１項に規定する破産手続き開始の決定を受けた者を除く。）。
（６）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該当しないこと。

（７）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当しないこと。
（８）委託業務を確実に遂行する能力を有すること。


